
 

 

（令和８年１月 19日発表） 

ヤングケアラーへの食支援事業の実施 

◆ アピールポイント 

・静岡市は、本来の年齢に見合わない責任と負担を負いながら、家事や家族の世話などを日

常的に行い、自身の生活や健康に影響があるヤングケアラー（こども・若者）への支援に

取り組んでいます。 

・このたび、公益財団法人 安藤スポーツ･食文化振興財団（以下「安藤財団」）、こども家庭

庁と連携し、ヤングケアラーであるこども・若者及びその家族が、気軽に受け取ることが

できる栄養バランスのとれた食糧を配布する「ヤングケアラー食支援事業」を実施します。 

・静岡市は、こども家庭庁及びヤングケアラー協会の推薦を受け、この支援事業の実施地域

に選ばれました。本事業は、安藤財団が、2025年度に全国の４自治体をモデル都市とし

て選定、静岡市のほか３自治体（石川県、横浜市、神戸市）で実施されます。 

◆ 目 的 

・ヤングケアラー世帯へ無料で食糧を配付することで、家族の世話を担うヤングケアラー

の生活負担を軽減し、こども・若者たちが本来必要とする時間や機会を確保することを

目的としています。 

・また、本事業をきっかけに、まだ支援の届いていないヤングケアラーの把握・見守

りにつなげていきます。 

◆ 概 要 

対象世帯 

静岡市が支援対象として選定した18歳未満を中心に30歳未満までのヤングケアラー

が属する 43世帯 

支援期間 

2026 年 1 月から 3月までの３か月間（初回配送：令和８年１月 19 日（月）） 

配布方法 

各関係機関（学校・こども家庭センター・児童相談所・居宅介護事業所等）を通じて配

布するほか、ヤングケアラー世帯宅に直接配送 

配付する支援食 

・栄養バランスのとれた約 40 種類の最適化栄養食など 

・月 1 回（1人あたり 4 食＋補食）世帯人数分 

 

（参考） 

・2021 年度に静岡県が実施した「ヤングケアラー実態調査」（対象：小学 5，6 年、

中学生、高校生）で、市内に「家族のケアをしている」と回答した人は、1,942 人（全

体の 4.8％）おり、そのうち、そのケアをきついと感じているヤングケアラーは、369

人（19％）いました。 

・静岡市は、ヤングケアラーの早期把握と負担軽減を目的に、コーディネーターによる

アウトリーチ型支援のほか、学校教職員やヘルパー事業所などの関係機関職員を対象

とした研修、ヤングケアラー世帯への支援ヘルパーの派遣（無料、１回２時間、年度内

10 回まで）、などに取り組んでいます。 
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公益財団法人 安藤スポーツ･食文化振興財団 (理事長：安藤 宏基、以下 安藤財団) は、こども家

庭庁や地方自治体、地域のヤングケアラー支援団体（以下 地方自治体等）と連携し、2025年度よ

り「ヤングケアラー食支援事業」を新たに開始します。 

ヤングケアラー個人への食支援は、公益財団法人として最大級の取り組み 

■事業概要（2025年度） 

 名 称：安藤財団 ヤングケアラー食支援事業 

 目 的：ヤングケアラーの約 7 割が「食事の世話（買い物、食事介助、後片付け等）」を担うと

報告されています*1。本事業は、食支援を通じ、家族の世話を担うヤングケアラーの生

活負担を軽減し、子どもたちが本来必要とする時間や機会を確保することを目的とし

ています。また、本事業への地方自治体等の参画により、地域における支援体制の充

実や新たな支援対象者の認知にもつなげていきます。 

 実施地域：石川県・横浜市・静岡市・神戸市 

 対 象：18 歳未満を中心に 30 歳未満までのヤングケアラーが属する世帯で、地方自治体等がヤ

ングケアラーとして支援すべき対象としたもの 

支援食：栄養バランスのとれた加工食品を中心とした最適化栄養食*2等 約 20種類 

（一般社団法人ヤングケアラー協会、一般社団法人日本最適化栄養食協会の推薦商品） 

 支援数：月 1回（1人あたり 4食＋補食）世帯人数分 3か月間 

     実施地域全体で約 10,000食（補食の一部を含む） 

 支援期間：2026年 1月～3月 

 

 

安藤財団 ヤングケアラーへの食支援事業を開始！ 
最適化栄養食等を約 10,000食提供！ 

～行政・地域と連携し、子ども・若者の健全な成長をサポート～ 



■実施地域の取り組み・担当者等からの声 

〈石川県：県内自治体や支援団体等に呼びかけ、取りまとめ〉 

・基礎自治体等が食事を直接対面で届けることで、対象者とのつながりを促進。 

・食事支援をきっかけに、基礎自治体等がヤングケアラーやその家庭と継続的に関わることで、

状況を把握しやすくなり、本当に必要な支援へつなげやすくなる。 

〈横浜市：市内のヤングケアラー支援団体との連携〉 

 ・横浜市で活動する複数のヤングケアラー支援団体と連携した食支援を実施した。 

・横浜市とヤングケアラー支援団体が共催する支援者向け研修会で本事業について紹介。食支

援をきっかけに、ヤングケアラーの負担が軽減されるとともに、支援団体とのつながりが広

がることを期待している。 

〈静岡市：20世帯の新規対象者と自治体がつながった取り組み〉 

・子ども・若者と関わる行政や地域の関係機関へ周知し、新たに 20世帯の支援につながった。 

・今後は食支援をきっかけに、1つの機関だけでなく、地域を含めた複数の関係機関が連携して

見守る体制を構築していきたい。「自分が頑張らなければ」と一人で抱え込んでいる子ども・

若者が、少しでも自分の時間を持てるように、子ども・若者に関わる周囲の大人が、ヤング

ケアラーの視点を持つことの重要性を確認できた。 

〈神戸市：個別家庭訪問を活用した募集〉 

 ・支援の必要性、緊急性の高い世帯への食支援を実施。連絡を取りづらくなっていた世帯への

再介入（訪問）に活用でき、ヤングケアラーとの関係性継続につながった。 

 ・支援した世帯からは、「最近は物価高なので食支援は助かる」「非常食としても使えるので助

かる」「子どもが多いので、家事・家計の負担軽減にもなる」といった感謝の声が届いている。 

 

*1 令和 3 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「多機関連携によるヤングケアラーへの支援

の在り方に関する調査研究」（こども家庭庁 実施主体：有限責任監査法人トーマツ） 

*2最適化栄養食とは、年齢や性別、生活習慣など、一人ひとりの状態に合わせて主要な栄養素が

バランスよく適切に調整された食のことです。 

 

<支援食イメージ> 

 

 

 

 

 

 

《この件に関するお問い合わせ先》 

公益財団法人 安藤スポーツ･食文化振興財団 

事務局 橘・折戸 

〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港 2丁目 3-4 TEL 045-345-4335 

info-foundation@ando-zaidan.jp 

(火曜日、年末年始は休業) 

 


